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文責：森  禎行 

平成 11 年 5 月 26 日 

 

将来の法的義務が、国家経済に重大な影響を与えるため、常に政治的な意味を有する 

 

第一章 条約成立まで 

＜キーポイント＞ 

・気候変動に関する国際連合
．．．．

枠組み条約 

・安全保障 

・アメリカ 

 

＜論点＞ 

「大気中の温室効果ガス濃度の安定」 

↓ 

「濃度安定化のためには、温室効果ガスの排出を即座に 60％以上削減しなければならない」 

 

CO2 排出の削減目標を設定すること 

 

＜条約成立過程＞ 

1988.6.  アメリカの科学者ハンセン博士の「99％証言」 

1988.6.  「変貌する大気―地域安全保障との関係」国際会議（トロント会議）： 

2005 年までに CO2 排出量の 20％削減を提案 

1989.11. 大気汚染と気候変動に関する関係閣僚会議： 

 1992 年国連環境開発会議までに「気候変動に関する枠組条約」を採択することに合意 

  IPCC を利用しようとする各国              ＜西欧諸国のイニシアティブ＞ 

1990.4.  米国政府主催の地球環境問題に関するホワイトハウス会議  ＜米国の巻き返し＞ 

     8.   IPCC 第四回会合（70 ヶ国）で IPCC の第一次評価報告   ＜科学から政治へ＞ 

     10. 第２回世界気候会議（137 ヶ国）、大臣宣言    ＜対立構造の形成＞ 

   AOSIS 旗揚げ 

     12 . 国連総会で、気候変動枠組条約に関する政府間交渉委員会（ＩＮＣ）設立 

1991.2.  INC 第一回会合：米国で開催。「米国の気候変動戦略」   ＜対立の場が形成＞ 

      第二回   IPCC の位置づけで対立。  

1992.5.      第五回会議再開会期に、条約採択 

     6.  国連環境開発会議（地球サミット）：気候変動枠組条約の署名のために開放 
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  →多くのハプニング、途上国の無関心 

1993.12. 条約発効要件である 50 カ国目の批准 

1994.3.  条約発効 

 

第二章 条約の内容 

＜キーポイント＞ 

・C O 2 及びその他の温室効果ガスの排出量を 1990 年レベルにまで戻す
．．

ことを目指して
．．．．

、 

・気候変動
．．．．

に関する国際連合枠組み条約
．．．．．

 

・目的は、大気中の温室効果ガス
．．．．．．

の濃度
．．

の安定化を達成すること。 

・共通だが差異のある責任 

・資金メカニズム 

 

＜条約の概要＞ 

 

           

           情報   

   所要の取組を実施                情報を検討 

           制度的枠組の強化 

 

 

 

＜論点＞ 

排出の安定化について・・ 

 

  安定化に  2000 年までに 90 年  1 人当たりの排出量を安定化、 

最善を尽くす  レベルで安定化を図る  削減することを宣言し、実行 

 

    米国       日本やＥＣ    途上国 

 

「2000 年までに排出の安定化は、・・ 

 

 安定化反対！  努力目標 ・・   コミットメント主張！！ 

 努力目標！  誓約と審査制度 

  

アメリカ       日本     ＥＣ 

→4 条 2 項（先進国の約束）の成立 

究
極
的
な
目
的 

各締約国 締約国会議 
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＜各国主張の理論的背景＞ 

（１）責任論：先進国責任論 V S 先進国主導論 

（２）衡平（equity）概念：世代間の衡平確保 V S 世代間と世代内の衡平確保 

（３）人類の共通の関心事、発展の権利 

（４）不確実性の下での政策決定 

（５）柔軟性・費用対効果性 

＜各国意見の対立＞ 

南北問題、北北問題～米国、南南問題～AOSIS  V S 中進国、東南問題～資金分配 

＜各国の特殊事情＞ 

自然的・物理的に影響を受ける諸国、実施の際経済的負担が大きい諸国、化石燃料に依存する諸国 

 

＜条約の詳細＞ 

1､条約の目的（第 2 条） 

気候系に対する危険な人為的干渉を防止する水準で、大気中における温室効果ガスの濃度を安定化 

2､原則（第 3 条） 

①共通だが差異のある責任に基づく気候の保護 

②開発途上国の特別の状況への配慮 

③予防的対策への配慮     大臣宣言に初めて出てくる考え 

④持続的開発を推進する権利・責務 

⑤一方的貿易措置の回避 

３、コミットメント（約束？誓約？）（第 4 条～第 6 条） 

（１）各国共通のコミットメント 

（２）更に先進国に追加されるコミットメント 

①温室効果ガス排出の抑制、吸収源の保護・推進に関する国家政策及び対応措置の採択 

②1990 年代末までに C O 2 及びその他の温室効果ガスの排出量を 1990 年レベルにまで戻すことを目指

して、政策及び措置並びに排出と吸収の予測について、各国から締約国会議への通報及びレビュー 

③開発途上国が条約の義務を実施するための措置について、新規かつ追加的な資金の提供 

④環境上適切な技術及びノウハウの移転 

４、資金メカニズム（第 11 条、第 21 条第 3 項） 

①本条約により、締約国会議の指導の下に、機能する資金メカニズムを規定し、その運営を既存の国際

機構に委託 

②第一回締約国会議までの間、暫定的に世界銀行、U N D P、U N E P が運営する地球環境基金（GEF）

を利用 

 

結局 

削減の目標スケジュールの明示ができなかった・・ 
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